
 

 

 

１ 目 的  聴覚障がい者の円滑なコミュニケーションを保障するとともに社会参加を支

援するために必要な手話通訳者を養成し、地域における障がい者福祉の充実を

図ることを目的とする。 

 

２ 日 程  ・令和８年５月８日～令和９年１月２２日（予備日含む） 

毎週金曜日及び日曜日（日曜日に開催するのは、５月から１１月まで） 

・Ⅱ課程３０回、Ⅲ課程１０回、特別講義６回（開講式等含め全４９回） 

 

３ 時 間  金曜日 午後７時～９時 

       日曜日 午前１０時～正午、午後１時～３時 

 

４ 場 所  市民プラザかぞ 会議室 

 

５ 対象者  次の①から③のすべてに該当する方 

①市内在住 

②市の手話通訳者養成講座（Ⅰ課程）修了者または同程度の技能をお持ちの方 

③受講後、加須市の登録手話通訳者認定試験を受験する方 

 

６ 受 講 審 査  対象者②の同程度の技能をお持ちの方に対し、手話に関する技術を審査し、受 

       講の可否を判定する（日程等については、対象者に別途通知する） 

 

７ 受講料  無料（ただし、テキスト代 6,160円（税込み）は、自己負担とする） 

 

８ テ キ ス ト  社会福祉法人全国手話研修センター発行 

「手話通訳Ⅱ・Ⅲ ホップ ステップ ジャンプ」および「手話通訳者養成のため

の講義テキスト」を使用する。 

 

９ 申 込 方 法  令和８年４月１７日（金）までに、指定の受講申込書（別紙）に、必要事項を

記入の上、障がい者福祉課に郵送または持参する。 

 

10 受 講 決 定  令和８年５月１日（金）までに申込者に連絡する。 

 

11 修 了 証 交 付  ・全講習（４８回）の８割以上（特別講義を含め３９回以上）出席した方に、

修了証を交付する。 

・遅刻や早退は、３回で欠席１回とみなす。 

・特別講義は、レポートを提出しなければ出席扱いとしない。 

 

12 その他  ・テキストは、希望者からの申込みを受け、講座初日に販売する。 

 

13 問合せ  加須市福祉部障がい者福祉課 

〒347-8501 加須市三俣二丁目１－１ TEL 0480-62-1111（内線 610） 

令和８年度 加須市手話通訳者養成講座（手話通訳Ⅱ・Ⅲ課程） 募集案内 


